
　
　
　

学
科
試
験
残
時
間
等
表
示
装
置
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札 

　

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

　
　

令
和
八
年
一
月
十
四
日 

　
　
　
　

 

青
森
県
警
察
本
部
長　
　

安
田　

貴
司　

 

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

　
　

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
設
置
、
保
守
及
び
撤
去
等
を
含
む
賃
貸
借
料
と
し
、

そ
の
仕
様
等
は
入
札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。 

学
科
試
験
残
時
間
等
表
示
装
置　
　
　

一
式 

 

二　

賃
貸
借
期
間

令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係
る
予

算
の
削
減
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ

 

と
が
あ
る
。

 

三　

設
置
場
所
等

 

　
　

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

　

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。 

　

２　

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
、

令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
又

は
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
の
規

定
に
よ
り
、
Ｏ
Ａ
機
器
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
又
は
Ｂ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る
者
で

 

あ
る
こ
と
。

　

３　

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

　

４　

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は



こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

 

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

五　

入
札
書
の
提
出
場
所
等 

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先 

　
　
　

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一 

　
　
　

青
森
県
警
察
本
部　

会
計
課
調
度
係 

　
　
　

電
話　

〇
一
七
―
七
二
三
―
四
二
一
一 

　

２　

入
札
書
の
提
出
期
限 

　
　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日　

午
前
十
時
二
十
分 

　

３　

開
札
の
場
所
及
び
日
時 

　
　
　

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一 

　
　
　

青
森
県
警
察
本
部　

三
階　

会
議
室
Ｂ　

 

　
　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日　

午
前
十
時
三
十
分 

六　

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項 

　
　

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
と
す
る
。 

 

七　

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

    

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額
（
翌
年
度
以
降
は
各
年
度
の
契
約
金
額
）
の
百
分
の
五
以

　

上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
部
又
は

 

　

一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

　

１　

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

  

２　

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行

 

し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

八　

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期 

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内 



九　

落
札
者
の
決
定
方
法 

　
　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
す
る
。 

十　

そ
の
他 

１　

入
札
の
無
効 

　
　
　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

　
　

け
る
入
札
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入

　
　

札
は
、
無
効
と
す
る
。 

２　

入
札
書
の
記
載
方
法 

　
　
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の

総
額
の
う
ち
一
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。  

　

３　

契
約
金
額

　
　
　

落
札
価
格
を
持
っ
て
令
和
七
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
か
ら
令
和

十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
と
し
、
令
和
十
二

年
度
の
契
約
金
額
は
、
落
札
価
格
に
十
一
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。


